
830.　4.　15
　
「
第
７
期
東
久
留
米
市
高
齢
者

福
祉
計
画・介
護
保
険
事
業
計
画
」

の
目
的
は
、
第
６
期
計
画
の
進
捗

状
況
を
踏
ま
え
、
第
７
期
計
画
期

間
に
当
た
る
３
年
間
（　
年
度
～

３０

　
年
度
）
の
市
の
高
齢
者
福
祉
お

３２よ
び
介
護
保
険
に
関
す
る
諸
施
策

の
方
向
性
を
示
す
こ
と
で
す
。

　
同
計
画
で
は
、
団
塊
の
世
代
の

方
が　
歳
以
上
（
後
期
高
齢
者
）

７５

に
な
る　
年
度
を
見
据
え
た
中
・

３７

長
期
的
な
視
点
に
立
ち
、
第
６
期

で
構
築
し
て
き
た
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
を
深
化
・
推
進
し
、
地

域
に
お
け
る
つ
な
が
り
、
支
え
合

い
に
基
づ
く
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構

築
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

介
護
予
防
・
重
度
化
防
止
の
取
り

組
み
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、

介
護
保
険
の
制
度
の
持
続
可
能
性

を
高
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
市
で
は
、

次
の
３
つ
の
基
本
目
標
を
設
定
し
、

目
標
の
達
成
に
向
け
た
取
り
組
み

内
容
を
記
載
し
ま
し
た
。

◎
基
本
目
標
１　
介
護
予
防
・
健

康
づ
く
り
の
推
進

　
【
内
容
】
要
介
護・要
支
援
状
態

の
予
防
や
重
度
化
の
防
止
に
資
す

る
介
護
予
防
に
係
る
施
策
な
ど
の

目
標
や
方
向
性
に
つ
い
て

　
【
主
な
施
策
】①
地
域
支
援
事
業

に
お
け
る
介
護
予
防
の
推
進
②
健

康
づ
く
り
の
推
進

◎
基
本
目
標
２　
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
推
進

　
【
内
容
】介
護
を
必
要
と
す
る
方

に
、
真
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
過

不
足
な
く
提
供
す
る
た
め
の
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
体
制
な
ど
に
つ
い
て

　
【
主
な
施
策
】①
在
宅
系
サ
ー
ビ

ス
の
方
向
性
②
施
設
・
居
住
系
サ

ー
ビ
ス
の
方
向
性
③
医
療
・
介
護

の
連
携

◎
基
本
目
標
３　
高
齢
者
の
在
宅

生
活
支
援
の
充
実

　
【
内
容
】生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の

充
実
、
認
知
症
の
高
齢
者
を
支
え

る
た
め
の
施
策
や
高
齢
者
権
利
擁

護
の
た
め
の
施
策
な
ど
に
つ
い
て

　
【
主
な
施
策
】①
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス
の
充
実
②
認
知
症
対
策
の
充

実（
新
オ
レ
ン
ジ
プ
ラ
ン
の
推
進
）

③
家
族
介
護
支
援
の
充
実
④
高
齢

者
の
権
利
擁
護
の
充
実

　
市
で
は
、
こ
れ
ら
の
基
本
目
標

に
基
づ
き
、
第
７
期
計
画
期
間
に

お
け
る
高
齢
者
福
祉
お
よ
び
介
護

保
険
の
施
策
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　
な
お
、
同
計
画
書
お
よ
び
同
計

画
の
概
要
版
は
、
市
政
情
報
コ
ー

ナ
ー
・
介
護
福
祉
課
（
い
ず
れ
も

市
役
所
１
階
）
の
ほ
か
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
閲
覧
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
保
険
係

☎
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
４

９
１
０
・
４
９
１
１
）
へ
。

　
　
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料

６５
は
介
護
保
険
事
業
計
画
の
策
定
に

合
わ
せ
て
、
３
年
ご
と
に
改
定
さ

れ
ま
す
。
第
７
期
の
改
定
は
、
高

齢
化
の
進
行
、
特
に　
歳
以
上
の

７５

後
期
高
齢
者
の
割
合
の
増
加
に
よ

り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
利
用

す
る
方
が
増
加
す
る
見
込
み
で
あ

る
た
め
、
サ
ー
ビ
ス
費
の
総
額
は

第
６
期
よ
り
も
上
昇
し
ま
す
。
こ

の
た
め
、
今
回
の
改
定
で
は
、
第

６
期
ま
で
に
積
み
立
て
て
い
た
介

護
給
付
費
準
備
基
金
の
取
り
崩
し

を
行
い
、
保
険
料
負
担
の
急
激
な

上
昇
を
抑
え
る
措
置
を
取
り
ま
し

た
。
ま
た
、
公
費
（
税
金
）
を
投

入
す
る
こ
と
で
、
特
に
所
得
の
少

な
い
方
の
保
険
料
を
軽
減
す
る
事

業（
低
所
得
者
保
険
料
軽
減
事
業
）

を
、
第
６
期
か
ら
引
き
続
き
実
施

し
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
第
７
期
の

保
険
料
の
基
準
月
額
は
、
第
６
期

の
４
９
０
０
円
か
ら
５
４
０
０
円

に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
基
準
月
額
を
基
に
、
被
保

険
者
本
人
お
よ
び
そ
の
世
帯
員
の

所
得
な
ど
を
勘
案
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
負
担
能
力
に
応
じ
た
保
険
料
に

な
る
よ
う
保
険
料
段
階
を　
段
階

１３

で
設
定
し
て
い
ま
す（
左
下
表
参
照
）。

　
な
お
、　

年
度
の
保
険
料
は
、

３０

市
民
税
・
都
民
税
（
住
民
税
）
の

課
税
内
容
な
ど
に
基
づ
き
算
定
さ

れ
る
た
め
、
前
年
の
所
得
が
確
定

す
る
７
月
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
年

間
の
保
険
料
も
決
ま
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
個
別
の
介
護
保
険
料

額
に
つ
い
て
は
、
７
月
半
ば
に
送

付
予
定
の
「
介
護
保
険
料
額
決
定

通
知
書
兼
納
入
通
知
書
」
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　
※　
歳
～　
歳
の
方
の
介
護
保

４０

６４

険
料
は
、
加
入
し
て
い
る
医
療
保

険
で
計
算
さ
れ
ま
す
。
詳
細
は
、

加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
組
合
な

ど
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
保
険
係

☎
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
４

９
１
０
・
４
９
１
１
）
へ
。

　
　
歳
以
上
の
方
（
第
１
号
被
保

６５
険
者
）
が
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

す
る
際
は
、
本
人
や
同
一
世
帯
の

第
１
号
被
保
険
者
の
所
得
に
応
じ

て
、
１
割
ま
た
は
２
割
が
自
己
負

担
に
な
り
ま
す
。　

年
度
の
制
度

３０

改
正
に
伴
い
、
８
月
か
ら
、
現
役

並
み
の
所
得
が
あ
る
方
の

う
ち
、
特
に
所
得
の
高
い

方
の
自
己
負
担
の
割
合
が
、

２
割
か
ら
３
割
に
見
直
さ

れ
ま
す
。
利
用
者
負
担
割

合
の
判
定
の
方
法
に
つ
い

て
は
下
図
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
　
今
回
の
見
直
し
は
、
介

護
保
険
制
度
の
持
続
可
能

性
を
高
め
る
た
め
、
世
代

内
・
世
代
間
の
負
担
の
公

平
や
負
担
能
力
に
応
じ
た

負
担
を
求
め
る
考
え
に
基

づ
く
も
の
で
す
。
な
お
、

同
月
に
利
用
し
た
利
用
者

負
担
の
合
計
額
が
４
万
４

０
０
０
円
を
超
え
た
場
合

に
、
そ
の
差
額
分
を
高
額

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て

給
付
す
る
制
度
は
今
後
も

維
持
さ
れ
ま
す
の
で
、
負
担
割
合

が
３
割
に
な
る
方
で
も
、
一
律
に

負
担
増
に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　
詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
介
護
サ

ー
ビ
ス
係
☎
４
７
０
・
７
７
５
０

へ
。

表　第７期計画の第１号被保険者の
所得段階別介護保険料

保険料
（年額）

保険
料率対象者所得段階

２万５,９００円０.４０

生活保護受給者、老齢福祉年金受
給者で住民税非課税世帯の方、住
民税非課税世帯で「合計所得金額
から年金収入に係る雑所得を控除
した額＋課税年金収入額」が８０万
円以下の方

第１段階

３万８,８００円０.６０８０万円超、
１２０万円以下

住民税非課税世帯で
「合計所得金額から
年金収入に係る雑所
得を控除した額＋課
税年金収入額」が

第２段階

４万５,３００円０.７０１２０万円超第３段階

５万１,８００円０.８０８０万円以下
住民税課税世帯で本
人が住民税非課税か
つ「合計所得金額か
ら年金収入に係る雑
所得を控除した額＋
課税年金収入額」が

第４段階

６万４,８００円１.００８０万円超第５段階

６万９,９００円１.０８１２０万円未満

本人が住民税課税で
前年の合計所得金額
が

第６段階

８万１,６００円１.２６１２０万円以上
２００万円未満第７段階

８万３,５００円１.２９２００万円以上
３００万円未満第８段階

１０万４００円１.５５３００万円以上
３５０万円未満第９段階

１０万３,６００円１.６０３５０万円以上
５００万円未満第１０段階

１１万９,８００円１.８５５００万円以上
７００万円未満第１１段階

１２万６,３００円１.９５７００万円以上
１,０００万円未満第１２段階

１３万６,０００円２.１０１,０００万円以上第１３段階

本人の合計所得金額

160万円未満

第１号
被保険者

160万円以上
220万円未満 下記以外の場合

220万円以上 下記以外の場合 ３割負担
同一世帯の第１号被保険者の
年金収入＋その他合計所得金額が
・単身世帯で340万円未満
・２人以上世帯で463万円未満 ２割負担

同一世帯の第１号被保険者の
年金収入＋その他合計所得金額が
・単身世帯で280万円未満
・２人以上世帯で346万円未満 １割負担

図　利用者負担割合の判定の方法

第
７
期
東
久
留
米
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・

介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定
し
ま
し
た

　

歳
以
上
の
方
の

６５

介
護
保
険
料
の　
　
　
　
　

　
　

基
準
月
額
を

算
定
し
ま
し
た

利
用
者
負
担
割
合
の
見
直
し
（

年
８
月
施
行

利
用
者
負
担
割
合
の
見
直
し
（　

年
８
月
施
行
））

３０３０

「
プ
カ
プ
カ
・
ブ
ク
ブ
ク
～

水
に
旗
を
立
て
よ
う
」

よ
も
う
！
あ
そ
ぼ
う
！
か
が
く
の
本

男
女
共
同
参
画
情
報

男
女
共
同
参
画
情
報
誌誌「
と
き
め
き
」

「
と
き
め
き
」

第

号
を
発
行
し
ま
し

第　

号
を
発
行
し
ま
し
たた

６０６０

「
は
じ
ま
る
よ
！ 
本
の
カ
ー
ニ
バ
ル
」

こ
ど
も
の
読
書
週
間

　
小
学
生
を
対
象
と
し
た
、
科
学

の
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
の
イ
ベ
ン

ト
で
す
。
今
回
の
テ
ー
マ
は
「
船

と
浮
く
力
」
で
す
。
海
に
浮
か
ぶ

ブ
イ
は
ど
の
よ
う
に
水
面
に
立
っ

て
い
る
の
か
、
そ
の
原
理
を
実
験

を
通
し
て
考
え
ま
す
。
協
力
は
科

学
の
本
の
読
み
聞
か
せ
の
会
「
ほ

ん
と
ほ
ん
と
」。

　
【
日
時
】
５
月　
日
（
日
）
午
前

１３

　
時
半
～　
時
半

１０

１１

　
【
会
場
】中
央
図
書
館
１
階「
み

ん
な
の
へ
や
」（
多
目
的
ス
ペ
ー

ス
）
　
【
対
象
者
】
小
学
生

　
【
定
員
】
先
着　
人
３０

　
【
参
加
費
】
無
料

　
当
日
直
接
会
場
へ
。

　
詳
し
く
は
同
館
☎
４
７
５
・
４

６
４
６
へ
。

　
今
年
の
テ
ー
マ
は
「
図
書
館

を
知
る
／
本
を
楽
し
む
」。

　
「
自
分
が
小
さ
な
図
書
館
の

館
長
に
な
っ
た
ら
」
と
い
う
構

想
を
一
箱
に
詰
め
込
ん
だ
「
ひ

と
ハ
コ
図
書
館
」
の
展
示
や
、

館
内
を
巡
る
「
ラ
イ
ブ
！
ラ
リ

ー
」「
科
学
の
絵
本
１
０
０
冊
展

示
」
な
ど
、
図
書
館
や
知
ら
な

い
本
と
の
出
会
い
を
体
験
す
る
、

み
ん
な
で
楽
し
む
企
画
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。

　
【
日
時
】
５
月　
日
（
土
）・

１９

　
日
（
日
）
の
い
ず
れ
も
午
前

２０９
時
半
～
午
後
６
時

　
【
会
場
】
中
央
図
書
館
１
階

「
み
ん
な
の
へ
や
」（
多
目
的
ス

ペ
ー
ス
）

◎
講
演
会
「
図
書
館
の
ド
ア
を

ひ
ら
く
～
私
の
出
会
っ
た
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
」

　
ム
ー
ミ
ン
の
作
者
で
あ
る
ト

ー
ベ
・
ヤ
ン
ソ
ン
氏
を
生
ん
だ

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
生
活
や
デ
ザ
イ

ン
、
文
化
、
文
学
な
ど
に
つ
い
て

ス
ラ
イ
ド
を
交
え
て
お
話
を
伺
い

ま
す
。
ま
た
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の

民
族
楽
器
「
カ
ン
テ
レ
」
の
演
奏

も
あ
り
ま
す
。

　
【
日
時
】
５
月　
日
（
土
）
午
後

１９

１
時
～
３
時

　
【
講
師
】元
飯
能
市
立
図
書
館
副

館
長
の
大
橋
は
る
か
氏
、
元
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
大
使
館
職
員
の
阿
川
聰

子
氏
。
演
奏
は
「
ト
ル
ス
タ
イ
」

　
図
書
館
フ
ェ
ス
の
詳
細
は
、
図

書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
同
館

で
配
布
す
る
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　
当
日
直
接
会
場
へ
。

　
詳
し
く
は
同
館
☎
４
７
５
・
４

６
４
６
へ
。

　
４
月　
日
（
月
）
～
５
月　
日

２３

１２

（
土
）
は
、
こ
ど
も
の
読
書
週
間

で
す
。
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
近
く
の

図
書
館
へ
。

共

通

事

項

　
【
参
加
費
】
無
料

　
【
ご
注
意
】各
会
場
に
は
駐
車
場

は
あ
り
ま
せ
ん
。
車
で
の
来
館
は

ご
遠
慮
く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
電
話
ま
た
は
直
接

各
館
へ
。

滝

山

図

書

館 

☎
４
７
１
・
７
２
１
６

◎
わ
く
わ
く
お
は
な
し
会

　
手
遊
び
や
絵
本
の
読
み
聞
か

せ
、
人
形
劇
を
行
い
ま
す
。
親

子
で
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】
５
月
６
日
（
日
）
午

後
２
時
～
３
時

　
【
会
場
】西
部
地
域
セ
ン
タ
ー

第
２
・
第
３
講
習
室

　
【
対
象
者
】
幼
児
～
小
学
生

（
保
護
者
同
伴
可
）

　
当
日
直
接
会
場
へ
。

ひ
ば
り
が
丘
図
書
館 

☎
４
６
３
・
３
９
９
６

◎
あ
お
ぞ
ら
お
は
な
し
会

　
青
空
の
下
、
芝
生
の
感
触
を

楽
し
み
な
が
ら
、
い
つ
も
と
は

一
味
違
う
「
お
は
な
し
会
」
を

体
験
し
ま
せ
ん
か
。

　
【
日
時
】
５
月　
日
（
日
）
午

１３

前　
時
半
か
ら
と　
時
か
ら

１０

１１

　
※
い
ず
れ
も
同
じ
内
容
で
す
。

　
【
会
場
】ひ
ば
り
テ
ラ
ス
１
１

８
（
西
東
京
市
ひ
ば
り
が
丘
３

ノ
４
ノ　
、
雨
天
の
場
合
は
室

４７

内
）
　
【
対
象
者
】乳
幼
児
～
未
就
学

児
と
そ
の
家
族

　
当
日
直
接
会
場
へ
。

　
「
と
き
め
き
」は
、市
民
公
募
の

編
集
委
員
の
皆
さ
ん
の
企
画
・
編

集
に
よ
る
男
女
共
同
参
画
情
報
誌

で
す
。
年
に
２
回
、春（
３
月
末
）

と
秋
（
９
月
末
）
に
発
行
し
て
い

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
【
第　
号
発
行
日
】
３
月　
日

６０

３０

　
【
配
布
場
所
】市
民
プ
ラ
ザ
、男

女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
（
市
役
所

２
階
）、
市
内
公
共
施
設
な
ど

　
※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
最

新
号
と
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
掲
載

し
て
い
ま
す
。

　
【
内
容
】▽
特
集
＝
暮
ら
し
の
中

か
ら
見
え
る
男
女
共
同
参
画
▽　
６０

号
記
念
＝
男
女
共
同
参
画
に
、
と

き
め
い
て
い
ま
す
！
▽
フ
ィ
フ
テ

ィ
・
フ
ィ
フ
テ
ィ
か
ら
＝
書
籍
紹

介
、
危
な
い
！
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
、

男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
案
内

　
詳
し
く
は
生
活
文
化
課
☎
４
７

０
・
７
７
３
８
へ
。

◀
と
き
め
き　

号
表
紙

６０

図
書
館
フ
ェ
ス
２
０
１
８

図書館図書館へへ
行こ行こうう


